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序
祓四三ニー序

愛
国
者
法
ニ
―
六
条
の
背
景
通
信
内
容
情
報
保
護
か
ら
通
信
経
路
情
報
保
護
ヘ
ー

「
限
定
的
閲
披
」
法
理
の
系
譜
（
ア
メ
リ
カ
判
例
）

「
自
発
的
開
披
」
法
理
の
系
譜
（
ア
メ
リ
カ
判
例
）

日
本
法
へ
の
示
唆

ペ

ン

レ

ジ

ス

タ

電
話
の
着
信
先
•
発
信
元
い
わ
ゆ
る
通
信
経
路
情
報
を
探
知
す
る
た
め
に
は
、
順
探
知
機
器

(
p
e
n
register)

な
い
し
逆

探
知
機
器

(
t
r
a
p
a
n
d
 t
r
a
c
e
 d
e
v
i
c
e
)

を
用
い
る
。
前
者
は
、
特
定
電
話
か
ら
ダ
イ
ヤ
ル
し
た
先
の
電
話
番
号
を
記
録
す
る
性
能
を
備

え
た
機
器
（
着
信
先
番
号
記
録
機
器
）

目

次

(
1
0
二
0
)

で
あ
り
、
後
者
は
逆
に
、
特
定
電
話
に
対
し
て
ダ
イ
ヤ
ル
し
た
源
の
電
話
番
号
を
記
録
す
る
性
能

ア
メ
リ
カ
愛
国
者
法
を
契
機
と
し
て

電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

松

代
五
六

d
"

＂r
 

闘

枝



電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

と
、
②
電
話
会
社
に
対
し
て
自
発
的
に
開
披
さ
れ
て
い
る
こ
と

A
c
t
)
」
は
、

ー

を
備
え
た
機
器
（
発
信
元
番
号
記
録
機
器
）

五
七

(
S
m
i
t
h
 v
 

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
二

0
0
一
年
に
成
立
し
た
「
愛
国
者
法

(
U
S
A
P
A
T
R
I
O
T
 

そ
の
ニ
―
六
条
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
電
話
番
号
の
み
を
想
定
し
て
い
た
従
前
の
順
探
知
•
逆
探
知
機
器
の
法
的
定

義
・
法
体
系
を
、
電
子
メ
ー
ル
の
着
信
先
•
発
信
元
探
知
の
場
合
へ
と
拡
張
し
た
。

本
稿
で
は
、
通
信
経
路
情
報
取
得
と
い
う
捜
壺
手
法
の
法
的
性
格
と
、
そ
の
中
で
電
話
番
号
探
知
の
占
め
る
位
置
と
を
、

を
素
材
に
検
討
す
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
枠
組
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
比
較
法
的
示
唆
を
得
た
い
。

愛
国
者
法
ニ
―
六
条
の
背
景
通
信
内
容
情
報
保
護
か
ら
通
信
経
路
情
報
保
護
へ
I

信
先
電
話
番
号
に
つ
い
て
も
、

(
4
)
 

M
a
r
y
l
a
n
d
)
。
こ
の
判
断
は
主
に
、
電
話
番
号
と
い
う
情
報
が
、
①
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

ア
メ
リ
カ
法

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
従
来
か
ら
、
郵
便
の
通
信
内
容
情
報
は
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
が
、
そ
の
封
筒
外
部
情
報
（
受
取
人
及
び
差
出

人
の
氏
名
住
所
、
切
手
・
消
印
、
寸
法
・
重
量
）
に
つ
い
て
は
誰
し
も
見
う
る
こ
と
か
ら
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
合
理
的
期
待
」
を
有
し
な

い
第
四
修
正
の
保
護
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
後
者
に
関
す
る
連
邦
法
上
唯
一
の
規
制
は
一
九
七
五
年
制
定
の
連
邦
規
則

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
捜
木
且
官
は
必
要
性
の
合
理
的
理
由
を
示
し
さ
え
す
れ
ば
当
該
通
信
経
路
情
報
を
取
得
し
う
る
。
司
法
審
査

は
不
要
で
あ
り
、
当
該
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
手
段
も
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
郵
便
の
通
信
経
路
情
報
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
、
着

一
九
七
九
年
に
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
同
じ
く
第
四
修
正
の
保
護
は
な
い
と
判
示
し
た

（
後
述
三
「
自
発
的
開
披
」
法
理
）

（
後
述
二
「
限
定
的
開
披
」
法
理
）

と
に
、
由
来
す
る
。
他
方
、
こ
の(

5
)
 

ょ
う
な
電
話
の
通
信
経
路
情
報
と
は
異
な
り
、
電
話
の
通
信
内
容
情
報
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
六
七
年
の

K
a
t
zv• 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 

(
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0
1
―

-

）

 



電
子
メ
ー
ル
の
登
場
は
、
こ
の
「
通
儒
経
路
情
報
（
電
話
番
号
）
」
法
制
に
新
た
な
疑
義
を
生
ぜ
し
め
た
。
電
子
メ
ー
ル
の
通
侶
内
容

情
報
取
得
に
つ
い
て
は
、
電
話
の
通
信
内
容
情
報
取
得
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
前
記

Title
III
が
拡
張
的
に
及
ぼ
さ
れ
る
べ
く
早
や
一

(
8
)
 

九
八
六
年
に
法
改
正
が
成
っ
て
い
た
も
の
の
、
通
信
経
路
情
報
取
得
に
つ
い
て
は
、
順
探
知
・
逆
探
知
機
器
の
電
話
限
定
定
義
が
依
然
と

(
9
)
 

し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
電
話
及
び
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
内
容
情
報
は

Title
III
に
よ
っ
て

捜
索
差
押
に
比
し
て
）
手
厚
く
保
護
さ
れ
、
電
話
の
通
信
経
路
情
報
（
電
話
番
号
）

て
）
緩
や
か
に
保
護
さ
れ
る
が
、
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
経
路
情
報
は
法
的
空
白
状
態
に
陥
っ
た
。
か
か
る
状
況
は
、
以
後
―

1
0
0
一
年
の

2
 

明
ら
か
に
緩
や
か
で
あ
っ
た
。

A
c
t
)
」
（
以
下
E
C
P
A
と
い
う
）
に
お
い
て
、
順
探
知
•
逆
探
知
機
器
の
設
置
・
使
用
に
裁
判
所
命
令

(
c
o
u
r
t

o
r
d
e
r
)

を
要
求
す
る(

7
)
 

に
制
定
法
上
の
保
護
を
与
え
た
。

こ
と
に
よ
っ
て
、
電
話
の
通
信
経
路
情
報
（
着
信
先
及
び
発
信
元
電
話
番
号
、
通
話
時
刻
・
継
続
時
間
）

尤
も
、
当
該
命
令
の
発
せ
ら
れ
る
基
準
は
、
通
常
の
令
状
発
付
に
要
求
さ
れ
る
「
相
当
な
理
由

(
p
r
o
b
a
b
l
e
c
a
u
s
e
)
」
よ
り
も
低
く
、

捜
査
官
は
「
獲
得
さ
れ
る
見
込
み
の
あ
る
情
報
が
…
…
進
行
中
の
犯
罪
捜
木
且
と
関
連
す
る
」
こ
と
を
裁
判
所
に
対
し
て
確
証
す
れ
ば
足
り

る
。
前
記

Title
III
の
よ
う
な
対
象
犯
罪
類
型
の
制
約
も
な
く
、
対
象
者
が
当
該
捜
査
の
被
疑
者
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
加
え
て
、
捜

査
官
が
裁
判
所
に
対
し
て
情
報
取
得
結
果
の
報
告
義
務
を
負
わ
な
い
点
で
も
、
そ
の
要
件
は
、
通
常
の
捜
索
差
押
令
状
の
場
合
に
比
し
て

そ
の
後
議
会
は
、

一
九
八
六
年
の

関

法

第

五

七

巻

六

号

一
九
六
八
年
の

（
通
常
の
捜
索
差
押
に
比
し

（
通
常
の

(
1
0
二
ニ
）

「
犯
罪
取
締
•
街
路
安
全
に
関
す
る
総
括
的
法
律
」
第
三
絹
（
以
下
T
i
'

が
第
四
修
正
の
保
護
対
象
と
認
め
た
う
え
で
、

(6) 

tle 
III
と
い
う
）
が
、
所
定
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
の
厳
格
な
要
件
に
基
づ
く
傍
受
令
状
発
付
と
い
う
形
で
そ
の
保
護
を
明
文
化
し
て
い
た
。

「
電
子
的
通
信
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
法
律

(
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 P
r
i
v
a
c
y
 

は
E
C
P
A
に
よ
っ
て

五
八



い
え
る
。

電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

五
九

こ
の
法
的
欠
訣
を
埋
め
る
解
釈
と
し
て
。
も
し
仮
に
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
経
路
情
報
が
電
話
の
通
信
経
路
情
報
の
法
体
系

(
E
C
P
A
)

の
射
程
に
な
い
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
捜
査
官
に
は
通
信
事
業
者
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
）

に
対
す
る
強
制
手

段
が
な
い
以
上
、
通
信
事
業
者
は
そ
の
契
約
者
と
の
個
人
情
報
保
護
規
約
等
か
ら
し
て
、
情
報
提
供
に
協
力
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。

従
っ
て
、
捜
査
官
と
し
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
経
路
情
報
の
取
得
に
つ
い
て
、
内
容
取
得
に
係
る
傍
受
令
状
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
あ
る
い
は
情
報
取
得
し
う
る
適
法
な
手
段
は
一
切
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
か
か
る
事
態
を
懸
念
し
て
か
、
司

(10) 

法
省
は
、

E
C
P
A
が
電
子
メ
ー
ル
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
し
、
大
方
の
実
務
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
き
た
。
但
し
、
二

O

0
0年
―
一
月
の
一
判
例
は
、
電
話
限
定
定
義
に
該
当
す
る
順
探
知
機
器
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
通
信
事
業
者
に
対
す
る
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
探
知
命
令
の
発
付
を
拒
ん
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
齋
さ
れ
た
二

0
0
一
年
の
愛
国
者
法
ニ
―
六
条
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
経
路
情
報
に
対
し
て
も
、
電
話
番
号

の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
様
の
保
護
を
与
え
る
趣
旨
を
明
文
化
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
既
存
実
務
（
の
大
勢
）
を
立
法
に
て
承
認
し
た

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
尤
も
、
同
条
は
同
時
に
新
た
な
要
件
と
し
て
、
当
該
探
知
の
詳
細
記
録
を
保
全
し
て
こ
れ
を
探
知
命
令
の
期
間
終

（認）

了
後
三

0
日
以
内
に
裁
判
所
に
提
出
す
る
義
務
を
、
捜
査
機
関
に
課
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
新
要
件
が
電
話
番
号
に
は
及
ん
で
い
な
い
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
改
正
法
体
系
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
経
路
情
報
に
対
し
て
、
僅
か
な
が
ら
よ
り
手
厚
い
保
護
を
与
え
た
も
の
と

な
お
、
ニ
―
六
条
は
、
愛
国
者
法
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
当
初
か
ら
広
く
非
テ
ロ
事
件
一
般
に
お
け
る
適
用
を
念
頭
に
創
設
さ
れ
て
お

3
 

愛
国
者
法
ニ
―
六
条
の
制
定
時
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

(
1
0
二
三
）



と
で
あ
る
。
日
く
、
「
本
件
の
よ
う
に
、

こ
の
法
理
に
対
し
て
は
、

合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、

り
、
か
つ
、 関

法

し
か
し
、

2
 

ー

電
話
番
号
が
果
た
し
て
保
護
に
値
し
な
い
ほ
ど
に
限
定
的
情
報
に
過
ぎ
な
い
か
当
初
か
ら
素
朴
に

「
限
定
的
開
披
」
法
理
の
系
譜

（
ア
メ
リ
カ
判
例
）

第
五
七
巻
六
号

サ

ン

セ

ッ

ト

愛
国
者
法
の
時
限
措
置
条
項
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
点
も
、

(14) 

興
味
深
い
。

(
1
0
二
四
）

一
九
七
九
年
の
前
記
S
m
i
t
h
判
決
に
お
い
て
、
政
府
の
要
請
を
受
け
た
電
話
会
社
が
私
宅
か
ら
か
け
ら
れ

た
電
話
番
号
を
記
録
す
る
た
め
に
順
探
知
機
器
を
設
置
・
使
用
す
る
こ
と
は
、
修
正
四
条
に
い
う
捜
索
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
と

き
同
裁
判
所
は
、
順
探
知
機
器
に
よ
る
電
話
番
号
探
知
を
電
話
の
通
信
内
容
情
報
取
得
と
は
区
別
し
て
緩
や
か
に
許
容
す
る
論
理
と
し
て
、

順
探
知
機
器
が
極
め
て
限
定
的
な
情
報
（
着
侶
先
電
話
番
号
）

し
か
開
披
し
な
い
点
に
着
目
し
て
い
た
。

か
か
る
「
限
定
的
開
披
」
法
理
は
、
他
の
捜
査
手
法
の
許
容
例
の
裡
に
も
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
警
察
犬
に
よ
る
臭
気
検
査
が
、
手
荷

(15) 

物
等
の
附
部
に
禁
制
品
が
存
在
す
る
と
い
う
情
報
の
み
を
明
か
す
こ
と
を
以
て
許
容
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

疑
義
が
存
在
し
た
う
え
、
以
下
の
よ
う
な
近
時
判
例
動
向
に
鑑
み
て
も
、
い
ま
や
再
検
討
の
時
期
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(16) 

ニ
0
0
一
年
の

Kyllov• 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s

に
お
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
熱
画
像
機
器

(
t
h
e
r
m
a
l
i
m
a
g
e
r
)

を
用
い
て
公

道
か
ら
私
宅
を
解
析
屋
内
熱
量
分
布
（
大
麻
栽
培
用
照
明
装
置
の
存
在
・
使
用
を
推
認
さ
せ
る
情
報
）
探
知
し
た
こ
と
を
、
捜

索
に
あ
た
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
判
断
根
拠
は
、
①
一
般
的
に
公
衆
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
機
器
の
使
用
と
、
②
屋
内
の
私
事
の
開
披

一
般
的
に
公
衆
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
機
器
を
政
府
が
使
用
し
て
、
物
理
的
侵
入
な
し
に
は
予

六
〇



電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

め
知
り
え
な
か
っ
た
屋
四
情
報
を
開
披
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
監
視
は
『
捜
索
』

事

(
i
n
t
i
m
a
t
e
details) 

3
 

＇ ノ‘

で
あ
る
」
と
。
確
か
に
熱
画
像
機
器
は
家
か
ら
の
相
対
的

熱
発
散
と
い
う
「
限
定
的
」
情
報
を
探
知
す
る
の
み
で
は
あ
る
が
、
本
件
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
「
家
の
中
で
は
…
…
全
て
の
も
の
は
私

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
領
域
全
体
が
、
詮
索
好
き
な
政
府
の
目
の
届
く
心
配
の
な
い
状
態
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
」
「
家
に
対
す
る
修
正
四
条
の
保
護
は
、
情
報
の
質
や
量
の
測
定
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
」

(Scalia
判
事
執
箪
）
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
電
波
発
徊
器
を
対
象
物
（
禁
制
品
容
器
等
）
に
設
置
し
て
そ
の
動
向
を
監
視
す
る
捜
査
手
法
に
お
い
て
、

動
向
を
屋
内
ま
で
追
跡
す
れ
ば
捜
索
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
当
該
電
波
発
信
器
に
よ
っ
て
「
唯
一
探
知
し
た
物
が
屋
内
に
あ
る

(17) 

エ
ー
テ
ル
缶
で
あ
る
」
と
し
て
も
。

順
探
知
•
逆
探
知
機
器
は
、
「
一
般
的
に
公
衆
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
機
器
」
で
あ
る
。
「
屋
内
の
私
事
」
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
少
な

く
と
も
私
宅
の
固
定
電
話
か
ら
か
け
ら
れ
た
場
合
の
発
信
元
電
話
番
号
探
知
は
、
当
該
時
刻
に
当
該
私
宅
内
に
人
が
居
る
と
い
う
現
在
情

報
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
、
前
記

K
y=lo
判
決
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
の
侵
害
に
あ
た
り
う
る
。
他
方
で
、
私
宅

外
の
固
定
電
話
（
公
衆
電
話
等
）

や
携
帯
電
話
を
発
信
元
と
し
て
探
知
す
る
場
合
は
、
発
信
者
現
在
地
情
報
に
こ
の
よ
う
な
「
屋
内
」
保

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

護
は
及
ば
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
想
定
さ
れ
る
公
衆
視
か
ら
外
れ
た
態
様
に
よ
る
現
在
地
情
報
取
得
で
は
あ
る
以
上
、

(19) 

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
捜
索
差
押
法
体
系
全
体
を
説
み
つ
つ
な
お
検
討
ず
ぺ
き
課
題
で
あ
る
。
比
ぺ
て
、
着
信

先
電
話
番
号
探
知
に
つ
い
て
は
、
受
侶
者
の
現
在
地
情
報
を
包
含
す
る
と
は
限
ら
な
い
着
信
し
て
い
て
も
受
話
器
が
取
ら
れ
な
い
場

合
や
留
守
番
電
話
応
答
の
場
合
も
あ
り
う
る
点
で
、
相
違
す
る

（
尤
も
、
偶
発
的
要
素
が
大
い
に
与
っ
て
い
る
の
で
、
本
質
的
相
違

と
ま
で
は
い
え
ま
い
）
。
な
お
、
郵
便
や
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
通
儒
経
路
情
報
の
裡
に
人
の
現
在
地
情
報
を
、
少
な
く
と
も
電
話
の

(
1
0
二
五
）



と
り
わ
け
電
話
番
号
が
ど
の
程
度
「
限
定
的
」
情
報
で
あ
る
の
か
を
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

あ
た
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
電
話
会
社
へ
の
「
自
発
的
開
披
」
法
理
あ
る
い
は
「
リ
ス
ク
想
定
」
法
理
を
用
い
て

シ
ー
の
合
理
的
期
待
」
を
否
定
し
た
。

同
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
そ
も
そ
も
人
は
一
般
に
、
自
分
が
か
け
た
番
号
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
現
実
的
期
待
を
持
た
な

い
。
電
話
契
約
者
は
自
分
の
月
払
請
求
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
通
話
明
細
を
受
領
し
て
い
る
以
上
、
自
分
の
か
け
て
い
る
番
号
が
電
話
会

社
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
電
話
会
社
が
こ
の
情
報
を
記
録
す
る
性
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
、
了
知
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
十
中
八
九

一
九
七
九
年
の
前
記
S
m
i
t
h

判
決
に
お
い
て
、
着
信
先
電
話
番
号
探
知
を
捜
索
で
は
な
い
と
判
示
す
る
に

(
i
n
 all 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
)
」
、
そ
も
そ
も
人
は
自
分
の
か
け
た
番
号
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
現
実
的
期
待
を
抱
い
て
は
い

そ
し
て
第
二
に
、
仮
に
自
分
の
か
け
た
電
話
番
号
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ

1
期
待
を
抱
い
て
い
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
期
待
は

客
観
的
に
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
。
人
は
、
自
分
が
第
三
者
に
「
自
発
的
に
」
引
き
渡
す
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
報
の
更
な
る
伝
播

リ
ス
ク
を
既
に
想
定
・
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
適
法
な
期
待
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る

な
い
し
「
リ
ス
ク
想
定
」
法
理
）
。
す
な
わ
ち
、
電
話
契
約
者
は
、
第
三
者
（
電
話
会
社
）

な
い
、
と
。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、

ー

「
自
発
的
開
披
」
法
理
の
系
譜

よ
う
な
直
接
的
な
意
味
で
は
包
含
し
な
い
。

関

法

第

五

七

巻

六

号

（
ア
メ
リ
カ
判
例
）

（
「
自
発
的
開
披
」
法
理

に
対
し
て
情
報
（
着
信
先
電
話
番
号
）
を
意

， 
ノ‘

(

I

 

0
1
―六）

「
プ
ラ
イ
バ



電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

し
か
し
、
こ
の

3
 

法
理
ゆ
え
捜
索
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。

手
方
に
秘
聴
器
を
携
帯
さ
せ
て
捜
査
官
が
被
疑
者
の
供
述
を

I 

ノ‘

識
的
に
晒
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
情
報
が
捜
査
官
に
伝
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
を
既
に
想
定
・
甘
受
し
て
い
る

（
べ
き
で
あ
る
）
、

と。

か
か
る
「
自
発
的
開
披
」
法
理
の
適
用
は
、
前
記
S
m
i
t
h
判
決
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
秘
密
録
音
（
当
事
者
録
音
及
び
同
意
録
音
）

(20) 

場
合
と
通
底
す
る
。

こ
こ
で
当
事
者
録
音
と
は
、
覆
面
捜
査
官
等
が
、
自
身
に
対
す
る
か
あ
る
い
は
自
身
の
面
前
に
い
る
他
者
に
対
す
る
被
疑
者
の
供
述
を

そ
の
ま
ま
取
得
す
る
場
合
（
純
粋
な
「
偽
装
友
人

(false
friend)
」
類
型
）

false friend)
」
類
型
）

で
あ
り
、
同
意
録
音
と
は
、
被
疑
者
と
会
話
し
て
い
る
相

（
同
時
）
間
接
的
に
取
得
す
る
場
合
（
「
秘
聴
器
付
ぎ
偽
装
友
人

(
w
i
r
e
d

で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
前
記

S
m
i
t
h
判
決
に
先
立
つ
一
九
六
七
年
の

H
o
f
f
a
v
・
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 

(22) 

及
ひ
一
九
七
一
年
の

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 v. 
W
h
i
t
e
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
形
態
に
つ
い
て
も
、
自
発
的
開
披
（
リ
ス
ク
想
定
）

こ
の
論
理
に
則
れ
ば
、
屋
内
発
着
信
の
通
話
で
あ
っ
て
も
場
所
の
保
護
は
及
ば
な
い
。

「
自
発
的
開
披
」
法
理
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
人
が
自
分
の
秘
密
意
思
疎
通
を
享
受
す
べ
き
者

を
定
め
る
際
に
自
由
に
裁
量
権
を
行
使
し
う
る
状
況
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
電
話
番
号
の
引
渡
し
に

あ
っ
て
は
、
引
渡
し
先
が
会
話
相
手
方
で
は
な
く
電
話
会
社
で
あ
る
こ
と
、

2
 

か
つ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
電
話
を
使
う
場
合
に
は
電
話
会

社
を
通
す
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
秘
密
録
音
の
場
合
と
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
異
な
っ
て
お
り
、
「
自
発
的
開
披
」

法
理
に
よ
る
許
容
は
よ
り
難
し
い
。
な
お
、
情
報
の
引
渡
し
先
と
し
て
会
話
相
手
方
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
の
構
図
は
、
電
話
番
号
の
場

(
1
0
二
七
）

の



2
 

本
的
に
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
。

合
に
固
有
で
あ
る
。
通
信
内
容
情
報
の
み
な
ら
ず
通
侶
経
路
情
報
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
那
便
の
場
合
に
は

メ
ー
ル
の
場
合
に
も
）
、
引
き
渡
さ
れ
る
情
報
は
通
信
事
業
者
と
通
信
相
手
方
と
で
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

(

I

 

0
1
―八）

そ
も
そ
も
「
あ
る
者
に
対
し
て
情
報
を
開
披
す
る
者
は
、
こ
の
情
報
が
他
の
目
的
で
他
の
人
々
に
対
し
て
開
披
さ
れ
う
る
リ
ス
ク
を
当

然
に
想
定
す
る
」
と
い
う
一
般
的
ル
ー
ル
定
立
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
杜
会
に
お
け
る
人
々
の
意
思
疎
通
の
萎
縮
効
果
へ
の
懸
念
ゆ

え
、
疑
義
も
根
強
い
。
「
自
発
的
開
披
」
法
理
を
拡
張
的
に
用
い
る
こ
と
に
は
、
厳
に
惧
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。

日
本
法
へ
の
示
唆

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
当
初
か
ら
通
倍
経
路
情
報
と
通
信
内
容
情
報
と
は
大
き
く
隔
差
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
憲

法
上
の
保
護
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
て
ぎ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
一
九
八
六
年
の
立
法

(
E
C
P
A
)

話
番
号
探
知
を
対
象
と
し
て
初
め
て
司
法
審
査
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
要
件
は
な
お
極
め
て
緩
や
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
構

築
さ
れ
た
緩
や
か
な
保
護
の
法
体
系
が
、
電
話
番
号
か
ら
こ
の
た
び
愛
国
者
法
に
お
い
て
新
た
に
電
子
メ
ー
ル
に
及
ぶ
に
至
っ
て
も
、
基

翻
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
。
憲
法
ニ
―
条
一
―
項
が
「
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
通
信

経
路
情
報
と
通
信
内
容
情
報
と
は
、
と
も
に
当
初
か
ら
い
ず
れ
も
こ
の
「
通
信
の
秘
密
」
の
保
護
下
に
あ
っ
た
。

郵
便
に
つ
い
て
は
、
郵
便
法
八
条
一
項
が
「
会
社
〔
旧
文
で
は
郵
政
省
〕

四

ー

関

法

第

五

七

巻

六

号

は
通
信
経
路
情
報
取
得
の
う
ち
電

の
取
扱
中
に
係
る
信
書
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら

六
四

（
そ
し
て
通
常
は
電
子



電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

同
様
と
す
る
。
」
と
す
る

六
五

(
1
0
二
九
）

な
い
」
と
し
、
同
条
一
一
項
が
「
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
在
職
中
郵
便
物
に
関
し
て
知
り
得
た
他
人
の
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
」
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
き
、
昭
和
二
八
年
の
内
閣
法
制
局
見
解
は
、

「
郵
便
物
の
差
出
人
又
は
受
取
人
の
居
所
、
氏
名
及
び
差
出
個
数
等
は
、
も
と
よ
り
通
信
の
意
味
内
容
を
な
す
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

通
信
そ
の
も
の
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
実
質
的
に
見
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
信
の
意
味
内
容
が
推
知
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
か
ら
、
郵
便
法
八
条
二
項
の
「
他
人
の
秘
密
」
に
あ
た
る
と
し
て
、
「
通
信
の
秘
密
」
の
保
護
を
及
ぼ
し
て
き

(23) 
こ°

か
か
る
郵
便
に
ま
さ
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
、
電
話
及
び
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
電
気
通
侶
事
業
法
四
条
一
項
が
「
電
気
通
信

事
業
者
の
取
扱
中
に
係
る
通
侶
の
秘
密
は
、
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
同
条
二
項
が
「
電
気
通
儒
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
電
気
通

儒
事
業
者
の
取
扱
中
に
係
る
通
信
に
関
し
て
知
り
得
た
他
人
の
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
に
お
い
て
も
、

（
前
身
た
る
公
衆
電
気
通
信
法
五
条
一
項
・
ニ
項
も
各
同
旨
）
。
そ
し
て
、
昭
和
三
八
年
の
内
閣
法
制
局
見
解
は

「
電
話
の
発
侶
場
所
は
、
発
信
者
が
こ
れ
を
秘
匿
し
た
い
と
欲
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
か
ら
、
〔
公
衆
電
気
通
信
法
五
条
〕

の
第
二
項
に

い
う
『
他
人
の
秘
密
』
に
該
当
す
る
」
の
で
、
「
〔
日
本
電
信
電
話
〕
公
社
の
職
員
が
電
話
の
発
信
場
所
を
探
索
し
、
こ
れ
を
他
人
に
知
得

(24) 

さ
せ
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
法
第
五
条
第
二
項
に
違
反
」
す
る
と
し
て
、
や
は
り
「
通
信
の
秘
密
」
の
保
護
を
及
ぼ
し
て
き
た
。

但
し
、
こ
の
三
八
年
見
解
は
、
「
電
話
を
利
用
し
て
脅
迫
の
罪
を
現
に
犯
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
の
要
請
が
あ

る
と
き
は
、
公
社
の
職
貝
が
当
該
電
話
の
発
侶
場
所
を
探
索
し
、
こ
れ
を
捜
査
官
憲
に
通
報
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
る
」
と
も
い
う
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
例
外
許
容
要
件
は
、
身
代
金
要
求
事
件
等
に
係
る
「
現
行
犯
性
」
及
び
「
被
害
者
の
要
請

(25) 

（
一
方
当
事
者
の
同
意
）
」
で
あ
る
。
こ
の
点
、
そ
の
後
の
実
務
に
お
い
て
は
、
「
被
害
者
、
そ
の
他
の
者
の
生
命
・
身
体
•
財
産
に
重
大



の
意
味
で
、

(
1
0
三
0
)

な
危
害
が
切
迫
し
て
お
り
、
他
の
方
法
で
は
こ
れ
を
救
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
き
で
あ
っ
て
通
話
の
一
方
当
事
者
が

(26) 

同
意
し
て
い
る
場
合
と
も
解
し
て
お
り
、
要
件
に
若
干
の
緩
和
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
双
方
当
事
者
不
知
を
前
提
に
成
り

(27) 

立
つ
着
信
先
電
話
番
号
探
知
の
方
は
、
通
信
内
容
情
報
取
得
（
双
方
当
事
者
不
知
）
に
伴
う
場
合
を
除
い
て
は
、
基
本
的
に
想
定
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
は
靖
的
に
電
話
の
「
逆
探
知
」
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
て
ぎ
た
。

一
九
九
九
年
の
通
信
傍
受
法
成
立
(
―

1
0
0
0年
八
月
一
五
日
施
行
）
後
に
お
い
て
、
通
信
内
容
情
報
取
得
に
つ
い

(28) 

て
は
新
設
の
傍
受
令
状
を
以
て
許
容
さ
れ
う
る
に
至
っ
て
も
、
な
お
変
わ
り
な
い
。

電
話
番
号
探
知
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
学
説
は
、
①
「
一
方
当
事
者
の
同
意
」
の
下
に
、
同
意
録
音
に
準
じ
た
形
で
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー(29) 

期
待
の
乏
し
さ
」
を
挙
げ
る
か
又
は
（
実
務
と
ほ
ぼ
同
じ
く
）
「
現
行
犯
性
」
も
し
く
は
「
正
当
防
衛
」
を
挙
げ
て
例
外
許
容
す
る
見
解

(30) 

と
、
②
（
か
か
る
例
外
許
容
構
成
を
併
用
し
つ
つ
も
）
検
証
令
状
を
以
て
許
容
す
る
見
解
と
に
、
大
別
さ
れ
る
。
更
に
、

(31) 

「
一
方
当
事
者
の
同
意
」
の
み
を
以
て
許
容
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

思
う
に
、
第
一
に
、
電
話
内
容
情
報
の
引
渡
し
先
は
会
話
相
手
方
で
あ
る
が
、
電
話
番
号
情
報
の
引
渡
し
先
は
電
話
会
社
で
あ
る
。
そ

一
方
当
事
者
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
考
慮
の
一
要
素
と
す
る
こ
と
は
格
別
、
同
意
録
音
の
枠
組
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
う
る
も

の
で
は
な
い
。
同
意
録
音
の
許
容
枠
組
に
当
て
嵌
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
同
意
は
「
電
話
会
社
の
同
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
、
情
報
引
渡
し
先
を
選
択
す
る
裁
星
権
が
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
同
意
録
音
許
容
枠
組
成
立
の
前
提
を
欠
く
（
本
稿

三
参
照
）
。
尤
も
、
「
一
方
当
事
者
の
同
意
」
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
発
信
元
電
話
番
号
探
知
へ
の
限
定
着
信
先
電
話
番
号

探
知
の
不
許
容
と
い
う
帰
結
を
導
く
点
に
お
い
て
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
既
存
令
状
を
適
用
す
る
見
解
を
採
れ
ば
、
こ
の
限
定
は

か
か
る
状
況
は
、

3
 

関

法

第

五

七

巻

六

号

六
六

一
部
に
は
、
③



電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

基
準
の
顕
出
・
画
定
が
先
決
で
あ
る
。

含
め
て
あ
る
程
度
広
く
共
有
・
承
認
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
限
定
指
向
自
体
は
基
本
的
に
望
ま
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
実
務
運
用
に

委
ね
ら
れ
た
判
断
基
準
の
潜
在
に
な
お
問
題
を
残
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
へ
の
懸
念
ゆ
え
に
た
だ
ち
に
既
存
の
検
証
令
状
枠
に
落
と
し
込

も
う
と
す
れ
ば
、
順
探
知
許
容
を
も
視
野
に
入
れ
た
射
程
拡
張
を
招
く
と
と
も
に
、
新
種
の
権
利
侵
害
こ
の
点
は
今
日
ま
ず
ま
す
顕

在
化
し
て
い
る
を
容
れ
た
事
実
上
の
新
類
型
令
状
創
設
で
あ
る
と
の
批
判
を
も
生
じ
よ
う
。
将
来
的
に
は
立
法
論
検
討
の
余
地
も
あ

(34) 
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
許
容
基
準
の
潜
在
的
弛
緩
を
避
け
る
べ
く
、
ま
ず
は
法
的
性
格
の
特
異
性
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
の
現
行
許
容

い
が
、
「
通
信
の
秘
密
」

の
保
護
を
及
ぼ
し
た
う
え
で
の
、

六
七

（
本
稿
二
参
照
）
。

第
二
に
、
発
信
元
電
話
番
号
探
知
は
、
通
信
履
歴
情
報
取
得
の
性
格
と
発
信
者
現
在
地
情
報
取
得
の
性
格
と
を
併
せ
持
つ

（
な
お
、
電

話
番
号
か
ら
の
当
該
契
約
者
情
報
の
割
り
出
し
に
つ
い
て
は
、
通
侶
の
秘
密
の
枠
外
と
し
て
、
捜
査
関
係
事
項
照
会
（
刑
訴
法
一
九
七
条

(32) 

二
項
）
に
よ
る
）
。
そ
し
て
現
在
実
務
で
は
、
過
去
の
通
信
履
歴
情
報
取
得
に
つ
い
て
は
検
証
あ
る
い
は
（
通
信
明
細
の
記
録
用
紙
の
）

差
押
令
状
が
、
携
帯
電
話
の
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
話
所
持
者
の
現
在
地
情
報
取
得
に
つ
い
て
は
検
証
令
状
が
要
求
さ
れ
て
い

(33) 
る
。
こ
れ
ら
の
実
務
の
当
否
自
体
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
が
、
少
な
く
と
も
発
信
元
軍
話
番
号
探
知
は
両
者
の
性
格
を
併
せ
持
つ
に
近

く
、
特
段
の
捜
査
利
便
性
と
と
も
に
独
自
の
権
利
侵
害
性
を
有
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
限
定
的
情
報
の
み
を
開
披
す
る
も
の
と
し
て
の
劣

位
保
護
の
法
休
系
は
、
通
信
経
路
情
報
な
か
ん
づ
く
発
信
元
電
話
番
号
の
場
合
に
は
、
到
底
適
合
し
な
い

わ
が
国
に
お
い
て
、
発
信
元
電
話
番
号
探
知
の
根
拠
・
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
従
来
必
ず
し
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
当
事
者
同
意
の
下
で
の
危
急
的
例
外
許
容
と
い
う
構
成
は
、
実
務
を
も

(
1
0
三
一
）



巨
さ

母
弓

ギ
痢

-1(o炉
長

<
(1011111) 

益

I""~';:"
宍
旦
将

~
\
'
-
)
'
J
J
Q
心
も
隊
団
抑
坦
茶
誓
出
ペ
ー
全
0
唄
草
輩
溢
芝
攀
旦
哀

,..J¥
'
-
)
椅
戻
⇒
心
恙
諏
苺
豆

r
翠

宕
Q
額

親
・

萎
安

旦

呈
戸
直

J豆
r

印
菜

江
迭

恙
,..J

¥
'
-
)
送
函
写
謡
呂
起
茫
心
淀
0
--,GJ 

Q
や

竺
終

ふ
0
心°

ド
~
'
;
:
"
食
淑
団
郷
恙
忘
’
゜

l's
Iド"<;--''('入ー去

i痙
坦

忌
学

茫
如

淀
い

刈
笠

-t;
~
 兵

兵
園
）
い

J
-
-
,
G
J
'
J
J
Q
祖
抒
屯
£
終
噸
竺
’
刃
芝
終
二
兵
土
や
竺
終
:
:
,

0
 

⇒
全

⇒
終

茶
ふ

,
>J Q

心
も
膠
出
ス
ー
会
心
盃
ミ
改
心
リ
,
.
¥
)
p
印
Q
玉
罪
起

{ill~
竺

翠
兵

菜
噸

リ
凶

。
終

全
O
心

歪
抵

〇
坦

辻
咲

l¥'s 
I"

・
ギ
ー
[
'
,
:ゃ

ー
ユ

A
)
 D

兵
土

誓
芸

誨
D応

諾
豆

0
回

雫
0
茫

宰
寒

檸
学

凶
や

菜
旦

$;-81,-.J
会
公
g

翠
硲
終
苓
規
邸
翠
旦

>
)
印

r
樹
竺
巨
心
菜
噸
’
〈
枷
や
埒
く
＼

心
号

,
0
旦
田
q
心
菜
心
°

(,......) 
See R

e
c
e
n
t
 Decision, 

Installation a
n
d
 U
s
e
 o
f
 a

 P
e
n
 Register D

o
s
e
 N
o
t
 Constitute a

 Fo
u
r
t
h
 A
m
e
n
d
m
e
n
t
 "Search "

-
S
m
i
t
h
 v. 

M
a
r
y
l
a
n
d
,
 3
8
 M
D
.
 L. 

R
E
V
,
 7
6
7
 (1979); 

Clifford 
S. 

F
i
s
h
m
a
n
,
 P

e
n
 Registers a

n
d
 P
r
i
v
a
c
y
:
 
Risks, 

Expectations, 
a
n
d
 the Nulli-

fication 
o
f
 Congressional Intent, 

29 
C
A
T
H
.
 じ

L.
R
E
V
.
 
5
5
7
 (1980); 

J
o
h
n
 A
p
p
l
e
g
a
t
e
 &

 A
m
y
 G
r
o
s
s
m
a
n
,
 Note, 

P
e
n
 Register 

A
f
t
e
r
 S
m
i
t
h
・
v
.
 
M
a
r
y
l
a
n
d
,
 
15 

H
A
R
V
.
 
Crv. 

R
I
G
H
T
S
-
C
I
V
.
 
L
m
.
 L. 

R
E
V
.
 
7
5
3
 
(1980); 

L
e
s
 
B
r
a
n
n
o
n
,
 
Note, 

Application 
o
f
 the 

F
o
u
r
t
h
 A

m
e
n
d
m
e
n
t
 to 

P
e
n
 Register Surveillance -

N
o
 Justifiable Expectation o

f
 Privacy: S

m
i
t
h
 v. 

M
a
r
y
l
a
n
d
,
 3
3
 S
w
.
 L. J. 

1
2
8
3
 (1980); 

J
 oA
n
n
 Guzik, 

T
h
e
 A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
 o
f
 R
i
s
k
 D
o
c
t
r
i
n
e
:
 
Erosion o

f
 F
o
u
r
t
h
 A
m
e
n
d
m
e
n
t
 Protection 

T
h
r
o
u
g
h
 Fictitious 

C
o
n
s
e
n
t
 to 

S
e
a
r
c
h
 a

n
d
 Seizure, 

2
2
 S

A
N
T
A
 C
L
A
R
A
 L. 

R
E
V
.
 
1051, 

1
0
7
3
-
7
8
 (1982); 

J
o
h
n
 M

.
 Burkoff, 

W
h
e
n
 is 

a
 Se

a
r
c
h
 N

o
t
 a

 

"
S
e
a
r
c
h
"
?
 
F
o
u
r
t
h
 
A
m
e
n
d
m
e
n
t
 
Doublespeak, 

15 
U
.
 
T
o
L
.
 
L. 

R
E
V
.
 
515, 

5
3
7
-
4
1
 
(1984); 

G
.
 C. 

Smith, 
W
e
'
v
e
 
G
o
t
 
Y
o
u
r
 

N
u
m
b
e
r
!
,
 3
6
7
 U

C
L
A
 L. 

R
E
V
.
 145 (1989); 

Christian D
a
v
i
d
 H

a
m
m
e
l
 Schultz, 

Unrestricted F
e
d
e
r
a
l
 A
g
e
n
t
:
 
"
C
a
r
n
i
v
o
r
e
"
 a
n
d
 

the N
e
e
d
 to 

R
e
v
i
s
e
 the P

e
n
 Register Statute, 7

6
 N

O
T
R
E
 D
A
M
E
 L. 

R
瞑

1
2
1
5
(2001); 

S
T
E
P
H
E
N
 J. 

S
C
H
U
L
H
O
F
E
R
①
,
 T
H
E
 E
N
E
M
Y
 

W
I
T
H
I
N
 3
9
-
4
0
 (2002); 

O
r
i
n
 S. 

Kerr, 
Internet Surveillance L

a
w
 Af
t
e
r
 the 

U
S
A
 P
A
T
R
I
O
T
 Ac
t
:
 
T
h
e
 B
i
g
 B
r
o
t
h
e
r
 that is'nt, 

9
7
 N

w
.
 U
.
 L. 

R
E
V
.
 6
0
7
 (2003); 

1
 W
A
Y
N
E
 R. 

L
江

A
V
E
,
S
E
A
R
C
H
 A
N
D
 S
E
I
Z
U
R
E
§
2
.
7
 (b) (4th ed. 

2004); 
S
T
E
P
H
E
N
 J. 

S
c
H
U
L
H
O
F
E
R
 



②
,
 R
E
T
H
I
N
K
I
N
G
 T
H
E
 P
A
T
R
I
O
T
 A

C
T
 8
5
-
9
3
 (2005); 

J. 
McClintick, 

W
e
b
 Surfing in 

Chilly 
W
a
t
e
r
s
:
 
H
o
w
 the P

A
T
R
I
O
T
 Act's 

A
m
e
n
d
m
e
n
t
s
 to 

the P
e
n
 Register Statute B

u
r
d
e
n
 F
r
e
e
d
o
m
 o
f
 Inquiry, 

13 
A
M
.
 U
.
 J. 

G
E
N
D
E
R
 Soc. 

P
O
L
'
Y
 &

 L. 
3
5
3
 (2005); 

1
 

J
O
S
H
U
A
 D
R
E
S
S
L
E
R
 &

 A
L
A
N
 C. 

M
I
C
H
A
E
L
S
,
 U

N
D
E
R
S
T
A
N
D
I
N
G
 C
R
I
M
I
N
A
L
 P
R
O
C
E
D
U
R
E
§
§
6
.
0
5
,
 6.09. 

(4th 
ed. 

2006); 
匿

姿
綻

疸

亨
回

将
迅

旦
吋

心
F
I
S
A

Q
封

玉
汎

釦
逗

遠
繹

遷
墜

置
鯛

」
走

認
11
ば

迦
国

応
O

ギ
ミ

寓
(I

1
0

0
~

(). 
兵

茶
回

釘
誌

届
終

吉
怠

心
J

_) ¥--1'
共

廿
玉

こ
『

湮
写

悪
柊

叫
遺

辛
III浬

阻
』

1
兵

l
肛く

(I
1

0
0

~
 ぐ

雫
叡

翠
）

国
「

瞬
誨

痔
諾

蛋
O
痢

坦
迂

」
『

巨
讐

組
臼

寄
起

呂
萎

妄

（
こ
濫
逢
択
迅
士
淀
瞬

1lllく
悧
唇
や
く
遥
）
』
巨
に
く

Ii 鷹
(1
妥
兵
巨
I
'
~
器
柊
翌
）
忌
壬
〕
終
産゚

終
認
~
-
\
ぷ
―
,
い

,..L窟
認
O
窃
ぐ
訳
X
疇

l民
・
漆
起
択
器
呈
喜

:::,\J
竺
二
会
終
没
令

ti,,!'
ギ

~,..L
如
室
誕
⇒
心
忍
怜
終
兵
め
謬

終
心
芝
謳
如
正
益
⇒
心
会
匁
:
:
:
,
'
遷
攀

J
叫

逆
l
網

知
9
斎

’
宝

瞬
翠

翠
戸

'l'Ni
ぅ
0

)
J
翠

琴
麟

竺
回

嗣
麟

C
琴

臼
鱈

製

w
1
誕

z;:,.,\
ぷ
全
凶
年
ヤ
翌
ふ
ふ
把
S
認
¥
恰

+;,Q
ぷ

~,..L
全

1
羞
藍
虞

l冥
_
)
,
碕

竺
勾

旦
□

攣
」

ご
全

い
「

話
詈

」
忌
P

母
.s:---,

戸
砂

芸

写
や

辛
l-0

(e.g. 
S
c
H
U
L
H
O
F
E
R
①
,
 supra note 1, 

at 
39) 

0
 
,......J

全
_
)
'
)
j
Q
塁

旦
0:::,

¥J
竺

’
溢

器
辻

餌
類

掌
幸

翠
瞬

益
恙

ド
竺

母
氾

宕
ぷ

⇒
灼
宕
匹
包
綽
茫
囃
芸
芝
和

Q--J(f)
Q
凶
企
翠
怪
.
.
.
.
)
'
"
応

J
悶

＇
印

如
印

如
<

』
-<A)

謬
疇

要
J
_
)
 ¥--1

讀
革

泣
垣

宝
旦

麟
這

に
リ

這

旦
織

冷
’

怜
語

や
竺

婆
芦

〇
苓

話
苓

→
⇒

心
°

(
N
)
 

E
x
 parte Jackson, 9

6
 U
.
S
.
 727, 

733 (1877); 
18 U.S.C.S. §

1
7
0
3
.
 

(
M
)
 

3
9
 C.F.R. §233.3. See Kerr, supra note 1, 

at 
631. 

げ
）

4
4
2
 U.S. 7

3
5
 (1979). 

See also U
n
i
t
e
d
 States v. 

N
e
w
 Y
o
r
k
 Tel. 

Co., 
434 U

.
S
.
 159 (1977) 

(
宗
苫
こ
娑
茫
癖
芸
芝
旦

0:::,¥JQ
走

棄
忌
（
恣
繋
孟

(<D))
竺
裂
竺
終
二
凶
写

I~).

(LO) 
3
8
9
 U
.
 S. 

3
4
 7

 (1967). 

(<D) 
O
m
n
i
b
u
s
 C
r
i
m
e
 Control a

n
d
 Safe Streets A

c
t
 of 

1968, P
u
b
.
 L. 

N
o
.
 90-351, Title III, 

§
8
0
2
,
 8
2
 Stat. 

197, 
212; 

18 U.S.C.S. 

§
§
2
5
1
0
 et seq. 

(c:--) 
Electronic 

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
Privacy 

A
c
t
 
of 

1986, 
Pub. 

L. 
N
o
.
 
99-508, 

Title 
III, 

§
3
0
1
 (a), 

100 
Stat. 

1848, 
1868; 

18 

U.S.C.S. §
§
3
1
2
1
 et 

seq. 

(oo) 
18 

U.S.C.S. §
§
2
5
1
0
 et 

seq., 
a
m
e
n
d
e
d
 b
y
 Electronic 

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 Privacy A

c
t
 of 

1986, 
P
u
b
.
 L. 

N
o
.
 99-508, Title 

I, 
§
 

101, 
100 Stat. 

1848, 
1851. 

誓
坦
巌
日

E討
翠
巨
弐
柊
叫
旦
い
~
\
-
-
-
'

iくミ
(I 

0111111) 



翌
走

羨
ば

ギ
掬

長
oft>

ギ
0

(I 
Olli

巨］）

（
句

詈
話

呈
縣

臨
釘

赳
鞣

竺
「

a
device w

h
i
c
h
 records or d

e
c
o
d
e
s
 electronic or other i

m
p
u
l
s
e
s
 w
h
i
c
h
 identify the n

u
m
b
e
r
s
 dialed 

or o
t
h
e
r
w
i
s
e
 transmitted 

o
n
 the telephone line 

to 
w
h
i
c
h
 such device is 

attached」
や

母
ご

痢
器

垣
誕

臨
声

翡
器

豆
「

a
device 

w
h
i
c
h
 captures the i

n
c
o
m
i
n
g
 electronic or other i

m
p
u
l
s
e
s
 w
h
i
c
h
 identify the originating n

u
m
b
e
r
 of a

n
 i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 or device 

f
r
o
m
 w

h
i
c
h
 a

 w
i
r
e
 
or 

electronic 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 w

a
s
 transmitted

」
や

母
0
心

(18
U.S.C.S. 

§
3
1
2
7
 (3), 

(4), 
prior 

to 
2
0
0
1
 

a
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 0

翌
]IIIT.i-i'

雲
旦

溢
脚

填
疇

配
翠

託
硲

没
°

（三）
U
.
 S. 

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of Justice, 

S
e
a
r
c
h
i
n
g
 a
n
d
 Seizing C

o
m
p
u
t
e
r
s
 a
n
d
 O
b
t
a
i
n
i
n
g
 Electronic E

v
i
d
e
n
c
e
 in 

C
r
i
m
i
n
a
l
 Investiga-

tions (2002), 
at 

I
V
-
C, 

a
m
i
l
a
b
l
e
 at

〈http:/
/
w
w
w
.
u
s
d
o
j
.
g
o
v
 I
 criminal/ c

y
b
e
r
c
r
i
m
e
/
 s
&
s
m
a
n
u
a
l
2
0
0
2
.
h
t
m
〉

．
や

〇
姦

豆
姦

国
辻

遮

也
や

玲
心

0
See also Carl S. 

K
a
p
l
a
n
,
 
C
o
n
c
e
r
n
 o
v
e
r
 P
r
o
p
o
s
e
d
 C
h
a
n
g
e
s
 in 

Internet Surveillance, N
.
 Y
.
 T
I
M
E
S
,
 Sept. 

21, 
2001, at 

El. 
See also Kerr, s

u
p
r
a
 note 1, 

at 634. 

（二）
I
n
 re U

n
i
t
e
d
 States, 

C
r
-
0
0
-
6
0
9
1
 (N. D

.
 Cal. N

o
v
.
 17, 

2000), u
n
r
e
p
o
r
t
e
d
 
[cited b

y
 Kerr, s

u
p
r
a
 note 1, 

at 635]. 

国
）

A
m
e
n
d
e
d
 b
y
 U
n
i
t
i
n
g
 
a
n
d
 S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 A

m
e
r
i
c
a
 b

y
 P
r
o
v
i
d
i
n
g
 A

p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 T
o
o
l
s
 R
e
q
u
i
r
e
d
 to 

Intercept 
a
n
d
 O
b
s
t
r
u
c
t
 

T
e
r
r
o
r
i
s
m
 A
c
t
 of 2

0
0
1
 
[i.e. 

U
S
A
 P
A
T
R
I
O
T
 Act], P

u
b
.
 L. 

N
o
.
 107-56, Title 

I
I
,
§
2
1
6
 (c) 

(2), 
(3), 

115 Stat. 
272, 

290. 
呈

底
呈

認
臨

Q
製

紺
竺

「
a
device or 

process w
h
i
c
h
 records or d

e
c
o
d
e
s
 dialing, 

routing, 
addressing, 

or signaling information trans-

mitted b
y
 a
n
 i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 or facility 

f
r
o
m
 w
h
i
c
h
 a

 wi
r
e
 or electronic 

c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 is 

transmitted, provided, h
o
w
e
v
e
r
,
 that 

s
u
c
h
 information 

shall 
not include 

the 
contents 

of 
a
n
y
 c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
」

〈
'

痢
諾

臣
縣

臨
訳

翡
記

竺
「

a
device 

or 
process 

w
h
i
c
h
 captures the i

n
c
o
m
i
n
g
 electronic 

or other i
m
p
u
l
s
e
s
 w

h
i
c
h
 identify 

the originating 
n
u
m
b
e
r
 or other dialing, 

routing, 

addressing, 
or 

signaling 
information r

e
a
s
o
n
a
b
l
y
 likely 

the 
source 

of 
a

 wi
r
e
 
or electronic 

c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 provided, 

h
o
w
-

ever, 
that s

u
c
h
 information shall 

n
o
t
 include the contents of a

n
y
 c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
」

〈
凶

拳
玉

ゃ
菜

心
(18

u.s.c.s. 
§
3
1
2
7
 (3), 

(4)) 
0

~
 忌
翠
孟

(o-,)
Q
王
｛
岨
器
如
云
溢
給
淫
゜

ぼ）
18 U.S.C.S. §

3
1
2
3
 (a) 

(3). 
匡

緑
竺

゜
く

ふ
0
.,L...i

芯
藍

ト
ー

ぷ
帯

四
旦

Q
r
t
頚
王
や
菜
殴
°

(;::!;) 
担
咲
会
ふ

lト
ロ
芸
辻
悪
嗣
Q
~
ぐ
0
旦

0~\'-1
竺
＇
芸
苓
鮨
蒋
幽
翠
走

(FISA)
旦
溢
｛
邸
認
謬

W::W,.....J心
°

常
⇒

▽
竺

宜
怜

.
i忌

翌
均

(
n
)

キ
，
、

¥
"
J
.
.

総
淫
°

終
槃
,

I
峯

醤
辻

芸
淡

や
全

い
営

至
翠

瞬
≪

麟
辺

全
全

ふ
終

二
聡

奈
仕

坦
訊

糾
回

抽
坦

丑
旦

繋
憫

や
菜

心
定

凶
,......J
¥-J, 

等
旦

「
起

呈
製

尭

悪
禄

(sneak
a
n
d
 p
e
e
k
 search)

」
茶

母
心

（
匡

却
I
I
 11澤
）

0
 
;J Q
疑
旦
り
枷
’
幸
語
「
二
心
合
心
『
苓
慰
郡
條
』
旦

0~\'-1
I'----~ 



(15) 

(16) 
電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

リ
カ
愛
国
者
法
を
手
が
か
り
と
し
て
」
法
時
七
八
巻
五
号
六
七
頁
(
―

1
0
0六
）
参
照
。

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 v. 
P
l
a
c
e
,
 4
6
2
 U
.
S
.
 6
9
6
 (
1
9
8
3
)
.
 

K
y
l
l
o
 v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 5
3
3
 U
.
 S. 2
7
 (
2
0
0
1
)
.
 

熱
画
像
機
器

(
t
h
e
r
m
a
l
i
m
a
g
e
r
)

と
は
、
「
赤
外
線
放
射
l

殆
ど
全
ゆ
る
物
体
が
放
っ

て
い
る
が
裸
眼
で
は
見
え
な
い
も
の
ー
を
探
知
て
き
る
」
機
器
で
あ
る
。
「
こ
の
機
器
は
、
温
も
り
に
比
例
し
て
放
射
を
画
像
に
変
換
し
、

…
…
熱
画
像
を
映
し
出
す
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
如
く
機
能
す
る
」

(at
2
9
-
3
0
)

。
本
件
で
捜
査
官
は
、
被
告
人
が
大
麻
栽
培
用
に
屋
内
て
強
力
な
照

明
装
置
を
使
用
し
て
い
る
と
の
疑
い
を
も
っ
て
、
公
道
上
の
駐
車
車
両
か
ら
熱
画
像
機
器
に
よ
っ
て
被
告
人
宅
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
車
厘
屋
根
と

一
方
壁
面
が
当
該
建
物
の
他
の
部
分
に
比
べ
て
温
か
い
と
の
情
報
を
取
得
し
た
。
こ
の
情
報
は
、
当
該
住
居
の
捜
索
令
状
獲
得
に
際
し
て
疎
明
資

料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

(18) 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 v. 
K
a
r
o
,
 4
6
8
 U
.
S
.
 7
0
5
 (
1
9
8
4
)
.
 

K
y
l
l
o
判
決
と

S
m
i
t
h
判
決
と
の
整
合
的
理
解
は
、
困
難
て
あ
る
。

D
R
E
S
S
L
E
R
&
 M
I
C
H
A
E
L
S
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1
,
 

at 
103 ;
 
S
C
H
U
L
H
O
F
E
R
@
,
 

s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 1. 
at 9
 0
"
 
G
e
o
r
g
e
 
C. 
T
h
o
m
a
s
 III, 
T
i
m
e
 T
r
a
v
e
l
,
 
H
o
v
e
r
c
r
a
f
t
s
,
 
a
n
d
 t
h
e
 F
r
a
m
e
r
s
:
 J
a
m
e
s
 M
a
d
i
s
o
n
 Sees 
t
h
e
 F
u
t
u
r
e
 

a
n
d
R
e
g
 rites 
t
h
e
 F
o
u
r
t
h
 A
m
e
n
d
m
e
芦
8
0

N
O
T
R
E
 D
A
M
E
 L. R
E
V
.
 1
4
5
1
 (
2
0
0
5
)
.
 

(19)

こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
捜
査
に
お
け
る
人
の
写
真
撮
影
ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
と
し
て
」
『
光
藤
景
絞
先
生
古
稀
祝
賀
論

文
集
（
上
）
』
一
―
―
頁
(
―

1
0
0
1
、
成
文
堂
）
参
照
。

(20)

な
お
加
え
て
、

S
m
i
t
h
判
決
は
、

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 v. 
Miller, 4
2
5
 U
.
S
.
 4
3
5
 (
1
9
7
6
)

銀
行
顧
客
が
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
通
常
の
方
法
で
銀
行

員
に
「
自
発
的
に
知
ら
せ
る
」
情
報
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
適
法
な
期
待
は
な
い
と
判
示
し
た
事
例
を
も
援
用
し
て
い
る
。

3
8
5
 U
.
 S. 2
9
3
 (
1
9
6
7
)
.
 

4
0
1
 U
.
S
.
 7
4
5
 (
1
9
7
1
)
.
 

七

(23)

昭
和
二
八
年
一
月
三

0
日
内
閣
法
制
局
一
発
第
八
号
・
郵
政
大
臣
官
房
文
書
課
長
宛
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
回
答
。
仮
に
一
―
項
の
「
他
人
の
秘

密
」
を
一
項
の
「
通
信
の
秘
密
」
と
区
別
す
る
と
し
て
も
、
両
者
と
も
に
憲
法
上
の
「
通
信
の
秘
密
」
に
は
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
井
上
・

前
掲
註

(
1
)
―
1
0七
頁
。

(24)

昭
和
三
八
年
―
―
一
月
九
日
内
閣
法
制
局
一
発
第
二
四
号
・
郵
政
大
臣
官
房
電
気
通
信
藍
理
官
宛
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
匝
答
。
大
阪
高
判
昭
和

四
一
年
二
月
一
―
六
日
高
刑
集
一
九
巻
一
号
五
八
頁
も
同
旨
。

(
1
0
三
五
）



(25)

こ
こ
で
の
身
代
金
要
求
事
件
等
に
は
、
強
要
罪
、
公
務
執
行
妨
害
、
職
務
強
要
罪
、
威
力
業
務
妨
害
、
恐
喝
罪
、
逮
捕
監
禁
罪
、
略
取
罪
な
ど

が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
脅
迫
は
含
ま
れ
な
い
（
幕
田
英
雄
『
捜
査
法
解
説
〔
第
二
版
〕
』
一
―
一
九
頁
(
―

1
0
0
―
一
、
東
京
法
令
）
）
。
実
務

に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
同
意
書
を
徴
し
た
う
え
電
話
取
扱
局
長
宛
「
発
信
元
探
索
協
力
要
請
書
」
（
「
刑
事
訴
訟
法
第
ニ
―
三
条
に
よ
り
現
行
犯

逮
捕
を
す
る
う
え
で
必
要
に
つ
き
協
力
方
要
請
す
る
」
と
記
載
）
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
幕
田
・
―
二
九
ー
一
三

0
頁）。

(
2
6
)幕
田
•
前
掲
註

(
2
5
)
―
二
九
ー
一
―
―1
0頁
。
捜
査
実
務
研
究
会
編
『
実
務
捜
在
提
要
』
二
九
七
ー
ニ
九
八
頁
(
-
九
八
0
、
東
京
法
令
）
〔
部

内
資
料
。
井
上
•
前
掲
註

(
1
)一
九
四
頁
に
て
引
用
〕
も
併
せ
参
照
。

(27)

通
信
傍
受
法
施
行
前
に
お
い
て
、
検
証
令
状
を
以
て
通
信
内
容
情
報
取
得
を
許
容
し
た
例
は
僅
か
な
が
ら
あ
る
（
最
決
平
成
―
一
年
―
二
月
一

六
日
刑
集
五
三
巻
九
号
一
三
―
一
七
頁
等
）
が
、
そ
の
際
、
通
信
内
容
自
体
の
検
証
に
先
立
っ
て
検
証
令
状
で
通
信
経
路
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
は
、

問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
井
上
•
前
掲
註

(
1
)ニ
―
0
頁
。
な
お
、
稗
田
雅
洋
「
通
信
内
容
の
傍
受
の
可
否
」
『
新
実
例
刑
事
訴
訟
法

I

』

一
七
頁
、
三
四
ー
一
二
五
頁
(
-
九
九
八
、
青
林
書
院
）
も
参
照
。

(28)

内
容
情
報
取
得
と
同
時
に
行
う
番
号
探
知
に
つ
い
て
は
、
通
信
傍
受
法
一
六
条
で
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
通
信
傍
受
に
付
随
し
て

こ
れ
に
実
質
的
に
包
含
さ
れ
新
た
な
法
益
侵
害
と
い
う
に
足
り
な
い
か
ら
、
別
個
に
令
状
を
要
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
守
ほ
か
『
組
織

犯
罪
対
策
関
連
三
法
の
解
説
』
五
―

O
ー
五
―
―
頁
（
二

0
0
1
、
法
曹
会
）
。

(29)

本
註
の
以
下
の
諸
見
解
は
い
ず
れ
も
「
一
方
当
事
者
の
同
意
」
の
あ
る
場
合
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
主
に
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
期

待
の
乏
し
さ
」
に
依
拠
し
て
例
外
許
容
す
る
見
解
と
し
て
、
光
藤
景
絞
『
刑
事
訴
訟
法
I
」
一
七
六
頁
（
二

0
0七
、
成
文
堂
）
、
三
井
誠
『
刑

事
手
続
法
(
1
)

〔
新
版
〕
』
七
三
頁
(
-
九
九
七
、
有
斐
閣
）
、
白
取
祐
司
「
科
学
捜
査
と
人
権
」
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
新
版
〕
七
八
頁
、
八
〇

頁
(
-
九
九
一
）
が
あ
り
、
主
に
「
現
行
犯
性
」
（
加
え
て
論
者
に
よ
っ
て
は
「
手
段
の
非
代
替
性
」
）
に
依
拠
し
て
例
外
許
容
す
る
見
解
と
し
て
、

山
内
一
夫
「
〈
脅
迫
電
話
の
逆
探
知
〉
の
合
憲
性
」
判
時
三
七
六
号
六
頁
二
九
六
四
）
、
土
本
武
司
『
犯
罪
捜
査
〔
部
分
補
訂
版
〕
』
一
三
―
|

一
三
三
頁
(
-
九
八
七
、
弘
文
堂
）
〔
藤
木
英
雄
ほ
か
『
刑
事
訴
訟
法
入
門
〔
第
三
版
〕
』
七
九
ー
八
一
頁
（
二

0
0
0、
有
斐
閣
）
〔
土
本
〕
〕
、

石
丸
俊
彦
ほ
か
『
刑
事
訴
訟
の
実
務
（
上
）
〔
新
版
〕
』
二
七
九
頁
（
二

0
0
五
、
新
日
本
法
規
）
〔
川
上
拓
一
〕
、
井
戸
田
侃
『
刑
事
訴
訟
法
要

説
』
―
―
五
頁
(
-
九
九
三
、
有
斐
閣
）
、
松
尾
浩
也
lI

鈴
木
茂
嗣
編
『
刑
事
訴
訟
法
を
学
ぶ
〔
新
版
〕
』
一
七
三
頁
(
-
九
九
三
、
有
斐
閣
）

〔
庭
山
英
雄
〕
、
阪
村
幸
男
「
盗
聴
」
熊
谷
弘
ほ
か
編
『
捜
査
法
大
系
IIl』
二
三
九
頁
、
二
五
五
ー
ニ
五
六
頁
(
-
九
七
二
、
日
本
評
論
社
）
が

あ
る
。
更
に
、
「
正
当
防
衛
的
構
成
」
で
許
容
す
る
も
の
（
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
』
―
二
五
頁
(
-
九
九
六
、
有
斐
閤
）
〔
但
し
、
五

関
法
第
五
七
巻
六
号

七

(

I

 

0
1
――六）



※ 

電
話
番
号
探
知
捜
査
に
つ
い
て

七

十
嵐
清
11

田
宮
裕
『
名
誉
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』
二
七
四
頁
二
九
六
八
、
有
斐
閤
）
で
は
「
現
行
犯
の
場
合
に
は
…
…
一
種
の
合
理
的
な
緊
急
行

為
と
し
て
」
許
容
、
田
宮
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
(
1
6
)
•
刑
事
訴
訟
法
』
三
―
二
頁
（
一
九
六
五
、
有
斐
閣
）
で
は
「
現
行
犯
の
場
合
の
緊
急
捜

索
・
押
収
と
ま
っ
た
＜
性
質
の
同
じ
問
題
」
と
し
て
許
容
〕
）
、
「
一
種
の
防
衛
行
為
と
し
て
」
許
容
す
る
も
の
（
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第

四
版
補
正
版
〕
』
一

0
三
頁
（
二

0
0六
、
弘
文
堂
）
、
「
正
当
防
衛
な
い
し
現
行
犯
的
構
成
に
よ
っ
て
」
許
容
す
る
も
の
（
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴

訟
法
〔
改
訂
版
〕
』
九
四
頁
(
-
九
九

0
、
青
林
書
院
）
）
、
「
正
当
防
衛
的
状
況
・
現
行
犯
的
状
況
に
よ
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
合
理
的
期
待
が
欠
け

る
」
と
し
て
許
容
す
る
も
の
（
田
宮
裕
編
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
刑
事
訴
訟
法
〔
改
訂
新
版
〕
』
一
〇
九
頁
(
-
九
九
五
、
北
樹
出
版
）
〔
浅
田
和
茂
〕
）

な
ど
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
同
意
録
音
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
同
視
す
る
も
の
と
や
や
隔
差
づ
け
る
も

の
と
が
あ
り
、
必
ず
し
も
一
致
を
み
な
い
。

(
3
0
)
井
上
•
前
掲
註(
l
)ニ
―
0
頁
、
辻
裕
教
「
通
倍
•
会
話
の
傍
受
_
ー
検
察
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
新
刑
事
手
続

l

』
三
六
七
頁
、

三
七
七
ー
三
七
八
頁
（
二

0
0
二
、
悠
々
社
）
。

(31)

通
侶
内
容
情
報
で
は
な
い
こ
と
と
、
私
人
（
通
信
事
業
者
）
に
よ
る
情
報
取
得
で
あ
る
こ
と
と
を
挙
げ
て
、
一
方
当
事
者
の
同
意
の
み
で
足
れ
り
と
す

る
（
渡
辺
咲
子
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
四
版
〕
』
八
四
頁
（
二

0
0七
、
信
山
社
）
、
渥
美
東
洋
『
全
訂
刑
事
訴
訟
法
』
―
二
三
ー
一
三
四
頁
（
二

0
0

六
、
有
斐
閣
）
）
。

(
3
2
)伊
丹
俊
彦
編
『
実
例
捜
索
•
差
押
え
の
実
際
』
一
七
七
頁
(
-
九
九
五
、
立
花
書
房
）
、
三
浦
ほ
か
•
前
掲
註
(
2
8
)
五

0
九
頁
。

（
翌
池
田
修

I
I前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
二
版
〕
』
一
五
六
頁
（
二

0
0
六
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。
伊
丹
•
前
掲
註
(
3
2
)
一
七
七
頁
、
池
田
弥
生

「
携
帯
電
話
の
位
置
探
索
の
た
め
の
令
状
請
求
」
判
タ
一
〇
九
七
号
二
七
頁
（
二

0
0
二
）
、
指
宿
信
「
ハ
イ
テ
ク
機
器
を
利
用
し
た
追
尾
監
視
型
捜
査

—
ビ
デ
オ
監
視
と

G
P
S

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
例
に
ー
」
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
下
）
』
一
六
五
頁
（
二
0
0
七
、
成
文
堂
）
も
参
照
。

(34)

立
法
に
よ
る
例
外
許
容
基
準
の
明
確
化
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
（
上
）
〔
新
版
〕
』
―
二
九
ー
一
三

0
頁
(
―

1
0
0

一
、
弘
文
営
）
。

本
研
究
は
、
二

0
0
七
年
度
関
西
大
学
学
術
研
究
助
成
基
金
（
共
同
研
究
）
に
お
い
て
、
研
究
課
題
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
と

市
民
的
自
由
の
保
護
と
の
総
合
的
研
究
」
と
し
て
研
究
費
を
受
け
た
も
の
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
1
0
三
七
）


